
錫

杖

の

一

考

察

天

納

傳

中

「
錫
杖
」
と
い
う
声
明
曲
に
は
、

「
「
三
条
錫
杖
」
と

「
九
条
錫
杖
」

(
1
)

と

「
長
音
九
条
錫
杖
」
の
三
種
の
音
曲
が
あ
る
。

(2
)

三
条
錫
杖
は
、
四
箇
法
要
に
使
用
さ
れ
る
四
箇
の
音
曲
の
一
つ
で
あ

る
。
ゆ
え

に
四
箇
法
要

の
な
か
で
錫
杖
曲
と
い
え
ば
、

三
条
錫
杖
を
指

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
条

・
二
条

・
三
条
よ
り
成
り
立

っ
て
い
る

の
で
三
条
錫
杖
と
い
う
。

九
条
錫
杖
は
、
光
明
供
錫
杖
法
要
に
使
用
さ
れ
る
音
曲
で
、
九
条
よ

り
成
り
立

っ
て
い
る
が
、
通
用
に
は
、

一
条

・
二
条

・
九
条

の
三
段
が

(3
)

極
略
用
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

九
条
全
曲
を
唱
調
す
る
に
は
、
約
五
〇
分
程
を
要
す
る
の
で
、
京
都

犬
原
三
千
院
の

蓋

蘭
盆
会
箋

」
以
外
で
は
恒
例
と
し
て
の
法
要
に

全
曲
を
使
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

(
5

こ
の
曲

よ
り
さ
ら
に
長
犬
な
音
曲
が
付
さ
れ
て
い
る
長
音
九
条
錫
杖

と
区
別
す
る
た
め
に
、
こ
の
曲

の
こ
と
を
切
音
九
条
錫
杖
ま
た
は
切
音

錫
…杖
と
よ
ん
で
い
る
。

(
6
)

以
上
の
三
種
の
錫
杖
曲
に
つ
い
て
、
出
典
は
、
『得
道
梯
榿
錫
杖
経
』

で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
そ
の
偶
文
は
見
当
ら
な
い
。

同
経
に
は
、
そ
の
主
旨
と
し
て
、
錫
杖
を
受
持
す
べ
き
こ
と
や
、
錫

杖
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
左

の
如
く
記
さ
れ
て
は
い
る
。

爾
時
世
尊
告
諸
比
丘
。
汝
等
皆
応
受
持
錫
杖
。
所
以
者
何
。
過
去
諸
仏
執
持

錫
杖
。
未
来
諸
仏
執
持
錫
杖
。
現
在
諸
仏
亦
執
是
杖
。
如
我
今
日
成
仏
世
尊

亦
執
如
是
応
持
之
杖
。
過
去
未
来
現
在
諸
仏
。
教
諸
弟
子
。
亦
執
錫
杖
。
是

以
我
今
成
仏
世
尊
。
如
諸
仏
法
。
以
教
於
汝
。
汝
等
今
当
受
捨
錫
杖
。
所
以

者
何
。
是
錫
杖
者
。
名
為
智
杖
。
亦
名
徳
杖
。
彰
顕
聖
智
故
。
名
智
杖
。
行

功
徳
本
故
日
徳
杖
。
云
云

す
な
わ
ち
、
三
世

の
諸
仏
は
、
皆
錫
杖
を
受
持

せ
り
。
汝
等
比
丘
ま
さ

に
錫
杖
を
受
持
せ
よ
。
そ
の
わ
け
は
、
錫
杖
は
聖
者
を
彰
顕
す
る
意
味

で
智
杖
と
名
づ
け
、
功
徳
の
本
を
行
ず
る
意
味

で
徳
杖
と
名
つ
く
ぺ
き

も
の
で
、
そ
れ
は
聖
入
の
表
式
で
あ
り
、
賢
士
の
明
記
で
あ
り
、
道
法

に
趣
く
の
正
瞳
で
あ
る
が
故
で
あ
る

…

等

々
と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
九
条
錫
杖
そ
の
も
の
を

「
錫
杖
経
」

で
あ
る
と
い
う
説
が
あ

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號

昭
租
六
十
三
年
十
二
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錫
杖
の
一
考
察

(天

納
)

る
が
、
編
者
は
不
明
で
あ
り
、
定
説
と
は
な

っ
て
い
な
い
。

(7
)

始
め
の
四
句
の
偶
文
は
、
『華
厳
経
浄
行
品
』
に
あ
る
と
い
う

が
、

字
句
に
異
同
が
あ
り
、
以
下
も
同
文
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。

浄
行
品
の
偶
文

手
持
錫
杖

当
願
衆
生

設
浄
施
会

見
道
如
実

九
条
錫
杖
第

一
条

手
執
錫
杖

当
願
衆
生

設
犬
施
会

示
如
実
道

三
種
の
錫
杖
曲

の
音
曲

に
つ
い
て
の
考
察
も
興
味
深
い
こ
と
で
は
あ

る
が
、

こ
こ
で
は
、
錫
杖
曲
を
唱
諦
し
な
が
ら
、
あ
る
い
は
唱
諦
し
終

っ
た
と
き
振
り
鳴
ら
す
仏
具

(法
器
)
と
し
て
の
錫
杖
に
つ
い
て
の
考

察
を
行
な
う
。

日
本
仏
教
に
お
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る

「
錫
杖
」
に
は
、
木
製
の
柄

す
ず

し
や
く

(ま
た
は
杖
)

の
上
部
に
、
銅
と
錫

の
合
金
で
製
し
た
錫
を
と
り
つ
け

た
錫
杖
と
、
そ
れ
よ
り
も
や
や
犬
型
に
製
し
た
犬
錫
杖
と
、
錫
だ
け
を

と

(
8
)

犬
型
に
製
し
た
兜
錫
杖
と
が
あ
る
。

兜
錫
杖
は
、
四
股

(鈷
)
十
二
環

の
形
に
製
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
普

通
の
錫
杖
と
犬
錫
杖
は
、
二
股

(鈷
)

六
環
の
も
の
が
多
く
、
正
倉
院

御
物
の
錫
杖
な
ど
古
儀

の
も

の
は
二
股
六
環
型
で
あ
る
。

錫
の
頭
部
分
は
、
五
輪
塔
形
に
製
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
す

な
わ
ち
、
方
形

・
円
形

・
三
角
形

・
半
月
形

・
宝
珠
形
で
象
徴
さ
れ
た

(9
)

(
10
)

五
大
輪
は
、
犬
日
如
来
の
三
昧
耶
形
で
あ
る
。

ま
た
、
五
輪
塔
形
と
宝
塔
形

の
双
方
が

一
個

の
錫
に
擬
せ
ら
れ
て
い

る
複
雑
な
形
態
の
錫
も
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、
胎
蔵
界
と
金
剛
界

の
両

部
本
尊
を
表
徴
し
て
い
る
も

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
¢

小
環
を
懸
け
る
部
分
が
二
又
に
分
か
れ
た
犬
環
に
な

っ
て
い
る
も
の

を
二
股
、
四
又
に
分
か
れ
て
四
個
の
犬
環

に
製

せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を

四
股
と
い
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
犬
環

一
個
に
三
個

の
小
環
が
付
さ
れ
て
い

る
の
で
、
錫
杖
を
区
別
す
る
と
き
、

二
股
六
環

ま
た
は
四
股
十
二
環
と

い
う
。

(11
)

錫
杖
は
、
比
丘
十
八
物

の
一
つ
で
あ
り
、
道
を
往
く
比
丘
の
常
に
携

帯
す
べ
き
法
器
で
あ
る
。

こ
の
法
器
と
し
て
の
錫
杖
の
成
立
に
つ
い
て
、
二
三
の
資
料
に
よ
り

考
察
す
る
。(12

)

『十
諦
律
』
に
、

杖
法
者
。
仏
聴
杖
讃
。
若
鉄
若
銅
。
為
堅
牢
故
。
上
作
槙
環
。

と
錫
杖
の
製
法
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

杖
法
と
は
。
仏
杖
猶
を
聴
し
た
ま
う
。
若
し
は
鉄
、
若
し
は
銅
な
り
。
堅
牢

の
為
の
故
な
り
。
上
に
槙
環
を
作
る
。

錫
杖

の
先
端
が
、
積
と
い
う
字

で
表
現
さ
れ
て

い
る
。
積
と
は
、
物
を

き
り
穿

つ
も
の
で
、
深
く
う
が
つ
道
具
の
こ
と
で
あ
る
。
鉄
ま
た
は
銅

で
製
し
た
堅
牢
な
も
の
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
錫
杖
の
形

と
は
相
当
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
し
武
器
と
し
て
の
機
能
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が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
撰
環
を
作
る
の
で
あ
る
。
縷
は
縷
で
あ

り
、
あ
つ
め
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

い
く

つ
か
の
環
を
付
し
て
杖
声

(
13
)

を
発
す
る
よ
う
に
製
す
る
の
で
あ
る
。
四
世
紀
末
頃

の
錫
杖
に
つ
い
て

の
記
述
で
あ
る
。

同
じ
く

『
十
調
律
』
第
五
十
六
に
、

又
杖
法
者
。
仏
在
寒
園
林
中
住
。
多
諸
腹
行
毒
虫
噛
諸
比
丘
。
仏
言
。
応
作

有
声
杖
駆
遣
毒
虫
。
是
名
杖
法
。

(
14
)

仏
が
寒
園
林
中
に
在
住
さ
れ
て
い
る
と
き
、
多
く
の
諸
腹
行
の
毒
虫
す
な
わ

ち
、
ヘ
ビ
や
サ
ソ
リ
や
ム
カ
デ
な
ど
が
諸
比
丘
を
噛
ん
だ
の
で
、
仏
は
、
応

に
有
声
杖
を
作
り
て
毒
虫
等
を
駆
遣
す
べ
し
と
申
さ
れ
た
。
是
を
杖
法
と
名

つ
く
の
で
あ
る
。

と
記
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
錫
杖
は
振
り
鳴
ら
し
て
杖
声
を
出

し
害
虫
等
を
追
い
払
う
た
め
の
道
具
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
、

有
声
杖
と
訳
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

(15
)

『
四
分
律
』
第
五
十
二
に
も
、

諸
比
丘
道
行
見
蛇
蝋
蝶
舩
百
足
。
未
離
欲
比
丘
見
皆
怖
白
仏
。
仏
言
。
聴
捉

錫
杖
揺
。

諸
の
比
丘
が
道
を
行
き
て
、
ヘ
ビ
や
サ
ソ
リ
や
ム
カ
デ
を
見
る
。
未
離
欲
の

比
丘
等
は
皆
怖
れ
て
仏
に
白
す
。
仏
言
わ
く
、
「錫
杖
を
捉
り
て
揺
り
動

か

す
こ
と
を
聴
す

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

錫
杖
が
制
せ
ら
れ
た
初
期
の
目
的
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
資
料
と
考
え

ら
れ
る
も
の
を
次
に
挙
げ
る
。

義
浄

(
六
三
五
-
七

=
二
)
が
、
七
世
紀
末

に
著
し
た

『南
海
寄
帰

(16
)

内
法
伝
』
第
四

・
亡
財
僧
現

の
条
に
次

の
如
く
記
さ
れ
て
い
る
。

西
方
所
持
錫
杖
。
頭
上
唯
有

一
股
鉄
捲
。
可
容
三
二
寸
安
其
鉾

(鉾
)
管
。

長
四
五
指
。
其
竿
用
木
羅
細
随
時
。
高
与
肩
斉
。
下
安
鉄
纂

(鑛
)
。
可

二

寸
許
。
其
鎖
或
円
或
偏
。
屈
各
合
中
間
可
容
犬
指
。
或
六
或

八
。
穿
安

股

上
。
銅
鉄
任
情
。
原
斯
制
意
為
乞
食
時
防
其
牛
犬
。

こ
の
書
は
、
義
浄
が
イ
ソ
ド
並
に
南
海
諸
国
に
滞
在
中
、
親
し
く
見
聞

し
た
と
こ
ろ
に
基

い
て
、
比
丘

・
比
丘
尼
の
実
際
生
活
の
…様
相
を
記
述

し
た
書
で
あ
る
。
当
時

の
中
国
寺
院
で
使
用
さ
れ
て
い
た
錫
杖

(
通
用

は
二
股
六
環
と
考
え
ら
れ
る
)
と
は
相
当
の
相
異
σ
あ
る

も

の

を

見

て
、
「西
方
所
持
の
錫
杖
は

…

」
と
い
う
記
述
に
な

っ
た
の

で

あ

ろ
う
。「

頭
上
に

一
股

の
鉄
捲
有

り
」
の

「捲
」
は

「
環
」
で
あ

ろ

う
。

コ

股
の
鉄
環
」
の
錫
杖
を
奇
異
の
眼
で
観
察

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

三
二
寸
を
容
る
べ
し
。
其
れ
に
鉾
管

(小
環
で
音
を
出
す
部
分
で
あ
ろ
う
)

を
安
ず
。
鉾
と
は
音
を
出
す
楽
器
の
こ
と
で
あ

る
。
長
さ

四

五
指

な

そ

り
。
其
の
竿

は

木

を

用

い
、
轟
細

(あ
ら
き
と
こ
ま
か
き
と
)
時

に
随

う
。
高
さ
は
肩
と
斉
し
、
下
に
鉄
纂

(鐵
11
矛
ノ
匁
)
を
安

ず
。

二

寸

ば
か
り
な
る
べ
し
。
そ

の
環
は
、
或
は
円

(ま
る
い
)
、或
は
遍

(ひ
ら

た
い
)
な
り
。
屈
合

の
中
間
に
犬
指
を
容

る

べ

し
。
或
は

六
、
或

は

錫
杖
の
一
考
察

(天

納
)
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錫
杖
の
一
考
察
 (天

納
)

八
、
穿

つ
て
股
の
上
に
安
ず
。
銅
と
鉄
と
情
に
任
す
。

も
と
こ
の
制
意

は
、
乞
食
を
為
す
時
に
其
の
牛
犬
を
防
ぐ
に
あ
り
。

「
一
股

の
鉄
環

(捲
)
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
、
『中
国
少
数
民

(17
)

族
楽
器
志
』
に
類
似
の
楽
器
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
関
連
づ
け
て
考

察
す
る
。

原
文
は
、
現
代
中
国
の
簡
体
字
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
日
本
所
用

の
漢
字
に
書
き
改
め
た
も
の
を
呈
示
す
る
。

三

環

(
S
a
n
h
u
a
n
)

三
環
回
族
打
撃
楽
器
。
因
用
三
個
鉄
環
組
成
、
故
名
。
流
行
干
寧
夏
回
族
自

治
区
。

主
環
較
犬
、
下
接
環
把
、
主
環
両
側
下
方
接
両
個
中
環
、
各
環
均
套
三
個
小

環
。
把
端
綴
有
彩
穂
、
用
時
手
持
環
把
揺
動
或
上
下
揺
晃
発
声
、
用
干
器
楽

合
奏
或
歌
舞
伴
奏
。

三
環
ぽ
、

回
統

(ウ
イ
グ
ル
)
族

の
打
楽
器
で
、
三
個
の
鉄

環

に

よ

(
18
)

り
作
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
の
名
が
あ
る
。
寧
夏
回
族
自
治
区

(中
国
北

西
部
に
あ
る
)
に
流
行
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

比
較
的
犬
き
な
主
環

(直
径
15
c
n程
)
が
把
に
付
さ
れ
て
い
て
、
主
環

の
両
側
下
方

に
二
個
の
中
環

(直
径
5
c
m程
)
が
接
し
て
い
る
。
そ
の
環

に
は
そ
れ
ぞ
れ
三
個
の
小
環
、
(直
径
3
c
m程
)
が
付
さ
れ
て
い
る
。
頭
部

に
武
器
的
な
役
割
を
果
す
も
の
が
付
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
二
股
六
環

の
錫
杖
が
打
楽
器
と
し
て
の
み
の
機
能
を
有
す
る
形
に
変
形
し
て
伝
承

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
環
よ
り
古
い
形
の
も
の
で
、
錫
杖
に
よ
り
近
い
楽
器
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
、
次

の

「薩
柏
依
」
で
あ
る
。

薩

帽

依

(
S
a
p
a
y
a
i

薩
粕
依
維
吾
爾
、
烏
孜
別
克
等
族
打
撃
楽
器
。
漢
称
鉄
環
。
流
行
干
新
彊
維

吾
爾
自
治
区
。

古
老
的
薩
粕
依
鈴
羊
角
制
作
、
今
常
用
者
、
在
両
根
井
連
的
木
棒
上
装
置

両
個
犬
鉄
環
、
毎
個
犬
鉄
環
上
又
套
有
若
干
小
鉄
環
。

演
奏
時
、
右
手
持
薩
粕
依
下
端
、
上
下
揺
動
、
或
敲
撃
肩
膀
、
鉄
環
発
出

「嘩
喉
嘩
喉
」
的
清
脆
音
響
。

過
去
多
為
街
頭
芸
入
使
用
。
本
世
紀
五
十
年
代
以
後
、
常
用
干
民
間
歌
舞
伴

奏
、
或
用
作
舞
踏
道
具
、
亦
可
用
干
民
間
楽
隊
合
奏
。

薩
幅
依
は
、
漢
語

で
は

「
鉄
環
」
と
称
し
、

ウ
イ
グ

ル
族
や
ウ
ズ
ベ

(19
)

ク
族
の
打
楽
器
で
あ
る
。
新
彊
維
吾
爾
自
治
区

(中
国
北
西
部
に
あ
る
)

に
流
行
し
て
い
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。

筆
者
が
所
持
し
て
い
る
も
の
は
、
喀
什

(カ
シ
ュ
ガ
ル
)
で
入
手
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
『少
数
民
族
楽
器
志
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
も

の
と

同
型
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
述
に
は
両
個
の
犬
環
に
若
干
の
小

鉄
環
が
付
さ
れ
て
い
る
と
あ
り
な
が
ら
、
写
真
版
に
は

一
つ
の
犬
環
に

は
三
個
の
小
環
、
他
方

の
犬
環
に
は
六
個
の
小
環
が
付
さ
れ
て
い
る
。

喀
什
で
入
手
し
た
鉄
環
は
、
直
径
1
.
7
c
m長
さ
39
cm
の
木
棒
二
本
を
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固
定
し
た
も
の
に
二
個

の
犬
環

(直
径
舗
c
m
)が
頭
よ
り
c
m

の
処

に

一
環
、
さ
ら
に
3
c
m下
に

一
環
付
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
直
径
2

cm
の
小
環
が
八
個
ず

つ
付
さ
れ
て
い
る
。
右
手
に
木
部
の
下
端
を
も

っ

て
上
下
に
振
り
動
か
す
と

「
カ
タ
ソ
・
カ
タ
ソ
」
と
音
を
発
す
る
も

の

で
あ
る
。

頭
の
部
分
は
両
方
共
に
平
た
く
丸
く
な

っ
て
い
て
、
武
器
的
な
役
割

を
果
す
も

の
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
打
楽
器
と
し
て
の
機

能
の
み
有
す
る
楽
器
に
変
形
し
て
伝
承
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。前

記
の

「
薩
帖
…依
」
に
つ
い
て
解
説
し
た
文
中
に
、

古
老
的
薩
粕
依

用
鈴
羊
角
制
作

と
あ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
古
い
時
代
の
薩
柏
依
は
、

玲
羊
の
角

で
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

(20
)

『
租
漢

三
才
図
会
』
に
、
玲
羊
と
は
屡
羊
と
も
か
く
カ
モ
シ
カ
の
こ

と
で
、

其
角
極
堅

能
砕
金
剛
石

金
剛
石
出
西
域

状
如
紫
石
英

百
錬
不
消

と
記
さ
れ
て
い
る
。
鈴
羊
角
は
極
め
て
堅
く
、
金
剛
石
を
砕
く
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
。
『
三
才
図
会
』

に
は
玲
羊
を
慶
と
書
い
て
先
端

が

細

長
く
と
が

っ
た
角
を
二
本
も

っ
た
山
羊

(か
も
し
か
)
の
図
が

画

か

れ

て
い
る
。

こ
の
玲
羊
角

の
中
程
に
穴
を
あ
け

て
犬

環

(約
5
c
m程
)
を

一
個
付
し
、
そ
れ
に
数
個
の
小
環

(約
3
c
m程
)
が
付
さ
れ
た

写
真

が

前
記
の

『
小
数
民
族
楽
器
志
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
魑

鈴
羊
角

の
鋭
角
的
な
先
端
は
、
武
器
と
し
て
の
機
能
を
充
分

に
果
し

得
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
、
犬
環

一
個
と
小
環

数

個

(写
真
が
鮮
明
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

或
い
は
三
個
と
数
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
)
を
付
し
て
、
有
声
杖
と
し

て
の
機
能
も
そ
な
え
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
、
打
楽
器
と
し
て
使
用
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
、
山
野
を

践
渉
す
る
頭
陀
行
の
比
丘
の
持
物
で
あ
る
錫
杖

の
原
型
で
は
な
か
ろ
う

か
と
推
測
す
る
次
第
で
あ
る
。
前
記

の

『
南
海
寄
帰
内
法
伝
』
に
言
う

と
こ
ろ
の

「
西
方
所
持

ノ
錫
杖
」
と
も
相

い
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(21
)

『
釈
氏
要
覧
』
巻
中

・
錫
杖

の
項
に
、

梵
云
隙
棄
羅
。
此
云
錫
杖
。
由
振
時
作
錫
声
故
〇
十
諦
云
声
杖
○
錫
杖
経

云
。
仏
告
比
丘
。
汝
等
応
受
持
錫
杖
。
所
以
者
何
。
過
去
未
来
現
在
諸
仏
皆

執
故
。
又
名
智
杖
。
又
名
徳
杖
。
彰
顕
智
行
功
徳
本
故
。
聖
入
之
表
幟
賢
士

之
明
記
道
法
之
瞳
。
写云

げ
き

き

ら

と
あ
る
ご
と
く
、
錫
杖
は
梵
語
の
〔
囚
冨
聾

母
爵

呂

の
訳
で
、
隙
棄
羅

け
き

き

ら

と
音
写
し
、
喫
棄
羅
と
も
書
く
。

ま
た
智
杖
と
名
づ
け
、
ま
た
徳
杖

・

う

こ
ん
し
や
く

有
声
杖

・
鳴
杖

・
金
錫
な
ど
と
名
づ
け
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
『
釈

氏

要

覧
』
が
著
さ
れ
た
宋
代
に
な
れ
ば
、
武
器
と
し
て
の
錫
杖
で
は
な
く
、

聖
入
の
表
幟
で
あ
り
、
賢
士
の
明
記
で
あ
り
、

道
法
の
憧
と
い
う
位
置

づ
け
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
錫
杖
を
受
持
す

る
所
以
は
、
過
去

・
未
来

・
現
在
の
諸
仏
が
皆
執
る
が
故
な
り
と
記
さ

錫
杖
の
一
考
察

(天

納
)
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錫
杖
の
一
考
察

(天

納
)

れ
て
い
る
。

(22
)

こ
の
偶

文
は
、
九
条
錫
杖
曲
の
第
九
条
を
要
約
し
た
も

の

で
あ

る

か
、
『得
道
梯
榿
錫
杖
経
』
を
も
と
に
し
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ

る

か
は
不
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
『
釈
氏
要
覧
』
に
記
さ
れ
て
い
る
如
く
、
「煩
悩
を
除
き
、

三
界
を
出
つ
る
」
た
め
の
錫
杖
で
あ
り
、
「醒
め
て
苦
空
な
る
三
界

の

結
使
を
悟
る
」
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
「
五
欲
を
疎
断
す
る
」
た

め

の

法
器
と
な

っ
て
意
義
づ
け
ら
れ
、
悪
獣
毒
蛇
を
警
め
る
た
め
の
も
の
で

あ
り
、
乞
食
な
ど
の
と
き
他
家
を
驚
覚
せ
し
め
た
り
、
そ

の
牛
犬
を
防

ぐ
た
め
の
も
の
と
い
う
意
義
づ
け
が
薄
ら
い
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
漢
方
薬
で
は
鈴
羊
角

に
は
解
毒

・
鎮
痛

・
解
熱
な
ど

の
効
用

が
あ
り
、
紛
末
に
し
た
も
の
が
販
売
さ
れ
て
い
る
事
実
を
考
え
れ
ば
、

初
期
的
な
錫
杖
に
は
薬
効
も
考
慮
に
入
れ
て
玲
羊
角
で
制
せ
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
如
き
初
期
的
な
錫
杖
の
意
義
づ
け
は
、

当
願
衆
生

十
方

一
切

邪
魔
外
道

魍
魎
鬼
神

毒
獣
毒
龍

毒
虫
之
類

(23
)

聞
錫
杖
声

擢
伏
毒
害

発
菩
提
心

具
修
万
行

速
証
菩
提

と
い
う
表
現
が
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
宗
教
的
な
意
味
づ
け
が
付
加

さ
れ
拡
犬
さ
れ
て
、

当
願
衆
生

十
方
一
切

無
量
衆
生

聞
錫
杖
声

癬
怠
者
精
進

破
戒
者

持
戒

不
信
者
令
信

樫
貧
者
布
施

瞑
憲
者
慈
悲

愚
擬
者
智
恵

橋
慢

(
24
)

者
恭
敬

放
逸
者
摂
心

具
修
万
行

速
証
菩
提

と
説
か
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
法
器
と
し
て
の
錫
杖

は
、
本
来
の
制
意
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
意
味
よ
り
発
展
し
て
、
形
が
仏
教
的
意
味
を
象
徴
化
す

る
よ
う
に
な
り
、
五
輪
塔
や
宝
塔
や
仏
像
な
ど
が
頭
部
の
錫

の
な
か
に

組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『釈
氏
要
覧
』
の
如
く
、
二
股
六
環
の
錫
杖
は
迦
葉
仏

の
製

と
い
わ
れ
、
四
股
十
二
環
の
錫
杖
は
釈
迦
仏
の
製
と
い
わ
れ
る
よ
う
な

会
通
が
付
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『得
道
梯
榿
錫
杖
経
』
に
は
、
錫
杖

の
四
鈷
は
四
諦

に
応

じ
、
十
二
環
は
十
二
因
縁
に
応
ず
と
い
う
よ
う
な
意
味
づ
け
が
付
加
さ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

仏
教
が
廃
絶
し
忘
却
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る

シ
ル
ク
ロ
ー
ド

の
新
彊

維
吾
爾
自
治
区
に
お
い
て
、
ウ
イ
グ
ル
族
や
ウ
ズ
ベ

ッ
ク
族

の
打
楽
器

と
し
て
、
本
来

の
制
意
は
忘
却
さ
れ
て
は
い
る
が
、
形
の
上
で
類
型
が

変
型
し
た
姿
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で

一
考
察
と
し
て

発
表
す
る
次
第
で
あ
る
。

1
 
天
台
声
明
犬
原
魚
山
流

2
 
唄

・
散
華
・
梵
音
・
錫
杖

3
 
本
儀
の
極
略
は
、
一
・
二
・
三
・
九
条
で
あ
り
、
中
略
は
.
七
.
八
条

を
略
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。

4
 
毎
年
、
七
月
十
五
日
に
、
歴
代
門
主
の
墓
参
と
孟
蘭
盆
会
光
明
供
施
餓

鬼
法
要
が
修
さ
れ
、
九
条
錫
杖
全
曲
が
唱
諦
さ
れ
て
い
る
。
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5
 
長
音
九
条
錫
杖

は
、
犬
原
声
明
五
箇

の
秘
曲

(
長
音
供
養
文

・
独
行
戯

法

・
梵
網
戒
品

・
引
声
念
仏

・
長
音
九
条
錫
杖
)

の

】
つ
で
あ
る
。

6
 
犬

正

一
七

・
七
二
四

7
 

犬
正
九

・
四
三

一

(
八
十
華
厳
経
浄
行
品

の
別
行
)

8
 
小
環

の
直
径
が
約

二
〇
c
mほ
ど
あ
る
四
股
六
環

の
総
金
属
製

の
犬

錫
で

あ

り
伝
授
を
受
け

た
僧

で
な

い
と
演
奏
す

る

こ
と
は
で
き
な

い
し
、
嘱

目

す

る
こ
と
も
許

さ
れ
な

い
。
(
比
叡
山
延
暦
寺
東
塔
東
谷
伝
授
物
)

9
 

地
輪

・
水
輪

・
火
輪

・
風
輪

・
空
輪

憩

仏

の
誓
願
を

具
象
化

し
た
も

の
で
、

普
通

に
は
、
器

・
杖
(
伎
)
・
具

・

印
契
な
ど
を

い
う
。

11
 
楊
枝

・
燥

豆

・
三
衣

・
瓶

・
鉢

・
坐
具

・
錫
杖

・
香
炉

・
漉
水
嚢
.
手

巾

・
刀
子

・
火
燧

・
鎮

子

・
縄
床

・
経
典

・
戒
本

・
菩
薩
像

・
仏
像

・

12
 
犬
正
二
三

・
一

「
十
諦
律
第

五
十

六
」

13
 
羅
什

(
三
四
四
-

四

=
二
)
と
、

弗
若
多
羅

の

共
訳

(弗

若

多

羅

11

P
u
n
y
a
t
a
r
a

が
暗
論

し
て
き

た
も

の
を
羅
什
が
訳

し
た
)

で
あ

る
が
、

の

ち
に
曇
摩
流
支
=
D
h
a
r
m
a
r
u
c
i

の
請
来

し
た
原
本

に
よ
り
羅
什
が
読
訳

し
た
。

14
 

マ
ガ
ダ
国

・
王
舎
城

の
そ
ば

の
林

・
死
入
を
葬

っ
た

地

(
シ

タ

バ

ァ

ナ
)
。
魂
が
休

ま

っ
て
い
て
瞑
想
す

る
に
最
適
地

で
あ

る
が
毒
蛇
や

毒

虫

も
多
く
い
る
と

い
う
。

15
 

犬
正
二
二

五
六
七

仏
陀
耶
舎
訳

(
A
D

四
〇

八
)

16
 

犬
正
五
四

・
二
〇

四

17
 
中

国

・
中
央

民
族
学
院
少
数
民
族
文
学
芸
術
研
究
所
編

・
一
九
八
六
年

新
世
界
出
版
社

(北
京
)
出
版
・
一
九
八
七
年
第
二
次
印
刷
・
四
〇
〇
頁

・
写
真
版
多
数

一
部
カ
ラ
ー
写
真

18
 
蘭
州
の
北
東
部
に
あ
る
銀
川
市
に
入
民
委
員
会
が
あ
る
。
住
民
の
%
は

回
族
。
回
族
の
総
入
口

(三
八
○
万
)
%
が
こ
の
地
域
に
集
中

し
て

い

る
。

19
 
入
民
委
員
会
は
、
烏
魯
木
斉

(ウ
ル
ム
チ
)
に
あ
る
。
住
民
の
74
%
が

ウ
イ
グ
ル
族
で
あ
る
が
、
恰
薩
克

(カ
ザ
ー
フ
)
憩
%
、
漢
族
憩
%
、
蒙

古
、
塔
吉
克

(タ
ジ
ク
)
、塔
塔
爾

(
タ
タ
ー
ル
)
な
ど
の
諸
族
が
分
布

し
て
い
る
。

20

『
三
才
図
会
』
(万
暦
三
五
年
11
一
六
〇
七
に
王
折
が
撰
し
た
も
の
)
に

な
ら
っ
て
、
正
徳
二
年

(
一
七
=

一
)に
、
寺
島
良
安
が
編
し
た
。

21
 
犬
正
五
四
・
二
七
九
・
宋
天
禧
三
年

(
一
〇

一
九
)
道
誠
集

22
 
過
去
諸
仏

執
持
錫
杖

己
成
仏

現
在
諸
仏

執
持
錫
杖

現
成
仏

末
来
諸
仏

執
持
錫
杖

当
成
仏

故
我
稽
首

執
持
錫
杖

供
養
三
宝

故
我
稽
首

執
持
錫
杖

供
養
三
宝
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九
条
錫
杖

・
第
七
条
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九
条
錫
杖

・
第
六
条

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉

中
国
少
数
民
族
楽
器
志
、
南
海
寄
帰
内
法
伝
、
鉄
環
、

薩
帖
依

(叡
山
学
院
教
授
)

錫
杖
の
一
考
察

(天

納
)
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